
 

 

 

 

 

 

  第５ ６ 号 議 案  

 

 

新宿 区 立 の 小 学 校 、 中 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 の 非

常勤 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務

災害 補 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令和 ８ 年 ６ 月 １ ０ 日  

 

 

 

          提出 者  新宿 区 長   吉住  健一  

  



 

 

新宿 区 立 の 小 学 校 、 中 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 の 非 常 勤

の学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償

に関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

新宿 区 立 の 小 学 校 、中 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 の 非 常 勤 の 学 校 医 、学

校歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る 条 例 （ 平 成 1 4 年

新宿 区 条 例 第 2 4 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

「         「  

 

           」         」  

「 17 , 2 5 9 円 」 に 、 「 1 7 , 4 9 6 円 」 を 「 1 7 , 9 3 7 円 」 に 改 め る 。  

 

附  則  

 

 （施 行 期 日 ）  

１  この 条 例 は 、 令 和 8 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

（経 過 措 置 ）  

２  この 条 例 に よ る 改 正 後 の 新 宿 区 立 の 小 学 校 、 中 学 校 及 び 特 別 支

援学 校 の 非 常 勤 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害

補償 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 の 規 定

は、 令 和 8 年 6 月 1 日 （ 以 下 「 適 用 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 支 給 す

べき 事 由 が 生 じ た 補 償 並 び に 適 用 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た

傷病 補 償 年 金 、 障 害 補 償 年 金 及 び 遺 族 補 償 年 金 （ 以 下 「 傷 病 補 償

年金 等 」 と い う 。 ） で 適 用 日 以 後 の 期 間 に つ い て 支 給 す べ き も の

の補 償 基 礎 額 に つ い て 適 用 し 、 そ の 他 の 補 償 の 補 償 基 礎 額 に つ い

ては 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  適用 日 か ら こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の

前日 ま で の 間 に お い て 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 別 表 の 規 定 に 基

づき 、 傷 病 補 償 年 金 等 （ 適 用 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に 係 る

分に 限 る 。 ） と し て 支 払 わ れ た 金 額 並 び に 休 業 補 償 、 障 害 補 償 一

時金 、 遺 族 補 償 一 時 金 及 び 葬 祭 補 償 （ 適 用 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま

での 間 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た も の に 限 る 。 ） と し て 支 払 わ れ

た金 額 は 、 そ れ ぞ れ こ れ ら に 相 当 す る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に 基 づ

別表 中  を  
1 4 , 3 9 7 円  

1 5 , 1 9 8 円  

 

に、 「 1 6 , 4 6 7 円 」 を  
1 4 , 1 7 5 円  

1 4 , 1 7 5 円  

 



く補 償 の 内 払 と み な す 。  

 

 （提 案 理 由 ）  

 補償 基 礎 額 を 改 定 す る 必 要 が あ る た め  

 


